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巡回バスニュース〔利用状況〕
運行日数

（火・金・日）
北部巡回ルート 南部巡回ルート 東部巡回ルート

計
左回り 右回り 左回り 右回り 左回り 右回り

令和元年11月   13    111人    114人    158人    170人     47人     57人     657人
累計（平成29年10月31日～） 326 3,223人 2,433人 3,316人 4,394人 1,233人 1,319人 15,918人

【巡回バスについて市の職員とお話ししませんか？】 
　市では、巡回バスに関心のある地域や各種団体の皆様（おおむね10人以上）との意見交換会や巡回バ
スの利用方法等を説明する出前講座を実施しています。
　意見交換会と出前講座は皆様からのお申込みで開催します。お気軽にお申し込みください。

 問合先　企画政策課　☎444・1712　FAX444・0982

確定申告における
おむつにかかる費用の医療費控除と障害者控除について
おむつにかかる費用の医療費控除

　おむつの利用にかかった費用を所得税、住民税の
医療費控除として確定申告する事ができる場合があ
ります。
　確定申告でおむつにかかる費用の医療費控除を初
めて受ける方は、「おむつ使用証明書」と「領収書等」
が必要です。
　なお、おむつにかかる費用の医療費控除を受ける
のが2年目以降で要介護・要支援認定をお持ちの方は、「おむつ使用証明書」を市が交付する「主
治医意見書を確認した書類」に代えることができる場合があります。
　「主治医意見書を確認した書類」は必要事項を確認後、後日郵送しますので、介護保険被保険
者証と印鑑を持参し、窓口で申請してください。
※「おむつ使用証明書」は主治医にご相談ください。

障害者控除
　身体障害者手帳、または療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方でも、
65歳以上で、令和元年12月31日現在（死亡の場合はその日）の介護保険の認定状況が、要介護
1以上で、一定以上の障がいがあると認められる方は、市長が交付する「障害者控除対象者認定
書」により「障害者控除」、または「特別障害者控除」を受けることができます。
　対象者には、１月下旬に「障害者控除対象者認定書」を送付します。また、要介護認定申請中
の方、または要介護認定を継続して転入された方につきましては、２月以降に送付します。必要
であれば確定申告のときにご利用ください。
※身体障害者手帳、または療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、障害者
　手帳等では特別障害者に該当しないが、障害者控除対象者認定書では特別障害者に該当す
　る場合に障害者控除対象者認定書を送付します。
※この認定は、障害者各法に基づく障害者認定を行うものではありません。
申請窓口　高齢福祉課（甚目寺庁舎）、七宝・美和市民サービスセンター

問合先　高齢福祉課　☎︎444・3141　FAX443・3555


